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制定・改定履歴 

 

制定・改定日 版 内容 

平成 28年 7月 20日 第 1版 新規制定 

平成 29年 4月 1日 第 2版 組織改正に伴う課名変更 

令和 2年 4月 1日 第 3版 業務移管に伴う課名変更 

令和 3年 4月 1日 第 4版 組織改正に伴う課名変更 
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１．本ポリシーの趣旨 

 このポリシーは、大和高田市マスコットキャラクターみくちゃん（以下「みくちゃん」

という。）のフェイスブック（以下「本課フェイスブック」という。）を運営し、身近な

情報やイベント・行事のほか、市政に係る情報を発信するに当たり、大和高田市ソーシ

ャルメディア利用ガイドライン（平成２８年６月２４日市長決裁）に基づき、本課フェ

イスブックを適正に運用するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２．定義 

 このポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) フェイスブック 

Facebook, Inc.が運営するインターネット上のソーシャル・ネットワーキ

ング・サービスをいう。 

(２) ユーザー名 

フェイスブックの利用者が当該利用者を識別するためにフェイスブック

に登録した名称をいう。 

(３) アカウント 

フェイスブックを利用するためのユーザーIDをいう。 

(４) パスワード 

本ポリシーにおいてはフェイスブックを利用するためのユーザーID を認

証するために必要なパスワードを指す。 

(５) フィード 

フェイスブックに投稿された記事をいう。 

(６) コメント 

フィードに対して投稿者あるいは閲覧者が投稿した記事をいう。 

(７) 返信 

コメントに対して投稿者あるいは閲覧者が投稿した記事をいう。 

(８) リアクション 

フィードに対して投稿者あるいは閲覧者が、予めフェイスブックで用意さ

れた感想を投稿することをいう。 

(９) フォロー 

他のフェイスブック利用者のフィードを自らのフェイスブック画面に表

示させるために登録することをいう。 

 

３．本課フェイスブックの運用 

(１) 本課の職員（以下「運営者」という。）は、本課フェイスブックを運用し、そ
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の運営管理者は、まち振興課長（以下「本課長」という。）とする。 

(２) 本課フェイスブックのユーザー名は「みくちゃん」とする。 

(３) 本課フェイスブックのパスワードは、本課長が定める。 

(４) 本課フェイスブックのパスワードは十分な長さとし、文字列は想像しにくい

ものにしなければならない。 

(５) なりすましを防ぐため、本課フェイスブックのリンクを市のホームページに

掲載しなければならない。 

 

４．本課フェイスブックにおけるフィード投稿 

(１) 運営者は、本課フェイスブックの運用においては、地方公務員法（昭和 25年

法律第 14号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

(２) 本課フェイスブックにおけるフィード投稿は、大和高田市決裁規程（平成９

年訓令第６号。以下「決裁規程」という。）の規定に基づく決裁を経た上で行

わなければならない。ただし、次に掲げる情報についてのフィード投稿を行

う場合は、この限りでない。 

①  既に市のホームページ、広報誌等に掲載されているイベント、行事、競

技会、市政についての情報 

②  ①の情報の結果、報告その他既知の事実についての情報 

③  法令等で定められている内容の情報 

(３) 本課フェイスブックにおける１日に投稿するフィードの数は、原則として３

件までとする。ただし、本課長が公益上必要と認める場合は、この限りでな

い。 

(４) 写真を投稿する場合は、権利者の使用許諾を得る等肖像権や著作権を侵害し

ないようにしなければならない。 

(５) 一旦発信した情報は、インターネットを通じて瞬時に拡散し、完全に削除す

ることが不可能となるため、フィード投稿の内容が機密情報の漏えい等につ

ながるおそれがないか等、情報発信する前にその影響を十分に再確認しなけ

ればならない。 

(６) 運営者は、本課フェイスブックにおけるフィードに対して攻撃的な反応があ

った場合は、冷静に対応しなければならない。 

(７) 本課長は、本課フェイスブックにおいて投稿したフィードの情報が他者を傷

つけ、誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解さ

れるよう努めなければならない。 

 

５．禁止事項 

運営者は、本課フェイスブックにおいては、次に掲げる情報についてのフィード投稿
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を行い、又は、それらの内容を含むホームページ等を紹介してはならない。 

(１) あらゆる個人情報（他の情報を照合することにより特定の個人を識別するこ

とができる情報を含む。）。ただし、本人の同意を得ている場合を除く。 

(２) 他者を誹謗中傷する内容を含む情報 

(３) 人種、思想、信条、職種等により差別し、又は差別を助長させる内容を含む

情報 

(４) 職員の個人的な状況や意見等の内容を含む情報（職務上発信することが必要

な情報を除く。） 

(５) 法令等に違反する行為をあおる内容を含む情報 

(６) 職務上知り得た秘密に関する情報 

(７) わいせつな内容を含む情報その他の公序良俗に反する内容を含む情報 

(８) 信頼性に乏しい情報 

(９) 市の施策の意思形成過程に関する情報（パブリックコメントが実施されてい

る場合を除く。） 

(１０) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等を侵害する情報 

(１１) 大和高田市情報セキュリティポリシー（平成１６年２月２０日市長決裁）に

おいて取扱いに注意を要すると定義されている情報及び取扱制限に抵触す

る情報 

 

６．コメント、リアクション及びフォローの制限 

運営者は、本課フェイスブックにおいて、コメント、リアクション及びフォローを行っ

てはならない。ただし、国、他の地方公共団体、公共的団体、他のマスコットキャラク

ター運営団体のフェイスブックについては、この限りでない。 

 

７．返信の制限 

(１) 運営者は、本課フェイスブックにおいて、返信を行ってはならない。ただし、

本課長が公益上必要と認める場合は、この限りでない。 

(２) 本課長は、本課フェイスブックにおいて返信を行わない旨を本課フェイスブ

ックページのプロフィール欄及び市のホームページに明示しなければなら

ない。 

 

８．アカウントの保護 

(１) 二段階認証やワンタイムパスワード等、アカウント認証の強化策が提供され

ている場合は、可能な限り利用しなければならない。 

(２) ログインに利用する端末を紛失したり盗難されたりした場合、その端末を悪

用されてアカウントを乗っ取られるおそれがあるため、当該端末の管理は厳
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重にしなければならない。 

(３) ログインに利用する端末が不正アクセスされると、その端末が不正に遠隔操

作されたり、端末に保存されたパスワードが窃取されたりするおそれがある

ため、端末には最新のセキュリティパッチの適用やウィルス対策ソフトウェ

アの導入を行いセキュリティの確保に努めなければならない。 

(４) なりすましが発生していることを発見した場合は、市のホームページにてな

りすましアカウントが存在することの周知を行い、また、信用できる機関や

メディアを通じて注意喚起を行わなければならない。 

(５) アカウント乗っ取りを確認した場合には、被害を最小限にするためパスワー

ドの変更とアカウントの停止を速やかに実施し、市のホームページ等で周知

を行うとともに、広報主管課に報告しなければならない。 

 

９．パスワードの変更 

(１) 本課長は、毎年本課フェイスブックのパスワードを変更しなければならない。 

(２) 前号の規定にかかわらず、本課長は、次のいずれかに該当するときは、フェ

イスブックのパスワードを変更しなければならない。 

① 情報発信責任者が異動したとき 

② 情報発信責任者を変更しようとするとき 

③ パスワードの漏えいのおそれがあるとき 

④ アカウントの乗っ取りが発覚したとき 

⑤ その他パスワードを変更する必要があると認めるとき 

 

１０． 本課フェイスブックの廃止又は停止 

(１) 本課長は、本課フェイスブックの運用の廃止をしようとするときは、あらか

じめ広報主管課長に協議しなければならない。 

(２) 本課長は、本課フェイスブックの運用を継続することが困難となった場合は、

その理由を市のホームページに明記し、本課フェイスブックの運用を速やか

に停止し、又は本課フェイスブックを廃止するものとする。 

(３) 本課長は、本課フェイスブックの利用及び管理に関し、法令違反その他の不

正な利用があったときは、速やかに本課フェイスブックの運用を停止するも

のとする。 

 

１１． その他 

 このポリシーに定めるもののほか、このポリシーの実施について必要な事項は、本課

長が定める。 

 


